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当面する重要政治課題

１ 
税制改革と一体で 

「安心の社会保障」を

将来まで安心できる暮らし。それを支
えるのは社会保障の安定と機能強化

です。そのために昨年、自民･公明･民主の3
党は「社会保障と税の一体改革」実行で合意
しました。社会保障の安定した財源を確保
するために、経済状況の好転を確認の上で、
2014 年４月に消費税率が8％に、15年10
月に10％に引き上げられる予定です。

公明党はすでに一体改革で、当面の年金改
革や子ども・子育て支援に成果を得ました。
引き続き、年金・医療・介護・子育て支援等の
充実に取り組み続けます。

自動車、住宅取得など、税負担の軽減を
諸外国と比べても過重な負担増となる自動

車関連の税制について、公明党は消費税率の
引き上げに伴って、簡素化、負担軽減、グリー
ン化の観点から抜本的に改めます。自動車取
得税は、消費税8％時点から引き下げ、10％
時点で廃止します。さらにエコカー減税を拡
充するとともに、自動車重量税、自動車税も廃
止、統合を含め根本から見直します。

住宅を取得する時の消費税の負担も過重
になることから、住宅ローン減税は延長･拡
充が行なわれます。それに加えて減税の恩
恵を十分に受けられない所得層への給付措

置等についても、確実に実行します。また、
東日本大震災被災地の住宅再建に支障がな
いよう被災地特例を設けます。

庶民の暮らしに｢軽減税率｣を
消費税率の引き上げは、国民の暮らし、特

に中堅･低所得者層の生活に大きく影響しま
す。そのため、消費税率8％引き上げ段階で、
簡素な給付措置を実行します。さらに10％
引き上げ段階で、食料品などへの「軽減税率」
導入をめざします。負担軽減のために現在、
与党軽減税率制度調査委員会で、軽減税率を
適用する対象、財源の確保、事業者等の事務
負担などの制度設計について、鋭意検討を進
めています。その際、中小・小規模事業者に
過大な事務負担が生じないよう配慮します。

さらに、消費税率の引き上げに際しては、
特に大規模小売事業者に納入する企業や、中
小・小規模事業者への配慮が大切です。増税
分を十分に価格転嫁できないのではないか
という不安も根強くあります。公明党は、

「消費税転嫁対策特措法」や政府のガイドラ
インに基づき、厳正に監視、取締りを行うこ
と、また総額表示義務制度の特例制度を設け
るなど、円滑な価格転嫁に向けた環境整備を
さらに推し進めます。
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２ 
原発に依存しない社会･ 
原発ゼロへ

原発の新規着工を認めず、原発の40年
運転制限制を厳格に適用します。新

しいエネルギー社会を創造しつつ、原発への
依存度を段階的に減らし、可能な限り速やか
に“原発に依存しない社会･原発ゼロ”をめ
ざします。自民党との政権合意では、省エネ
ルギー･再生可能エネルギー等により、可能
な限り原発依存度を減らすことでー致して
います。

再稼働については、40 年運転制限制、
バックフィット（最新の知見を適用）、活断
層等の徹底調査をはじめとする厳しい規制
の下で、原子力規制委員会が新たに策定した
厳格な規制基準を満たすことを大前提に、国
民、住民の理解を得て判断します。

また、使用済み核燃料の再処理は、直接処
分への転換を含め、立地地域に配慮しつつ、
見直しを検討します。併せて最終処分問題
についても責任を持って解決の道を検討し
ていきます。高速増殖炉もんじゅは廃止し
ます。
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３ 
ＴＰＰ交渉で 
国益の最大化を

政府は、日米首脳会談の「共同声明」で
「聖域なき関税撤廃ではない」と確認

しました。これを前提にＴＰＰ（環太平洋
パートナーシップ）協定交渉参加を表明しま
した。その後、参加１１カ国すべてが日本の
交渉参加を了承したことで、7月下旬に日本
は交渉会合に参加する見通しです。

ＴＰＰに参加すれば、日本製品の輸出増が
期待されます。さらに消費者の立場からは
輸入品が安く手に入るなどの経済的効果が
あります。地域の中での貿易ルールを統一
していくことで、日本が競争できる分野をさ
らに強くしていける意義があります。

一方、ＴＰＰは包括的な経済連携協定であ
り、貿易や農業に加え、医療･食品安全など
広く国民生活に影響を及ぼします。今後の
ＴＰＰ交渉に際しては、わが国農業の多面的
機能、食糧自給率の向上に深く配慮すること
が必要です。コメ、麦、牛肉･豚肉、乳製品、
甘味資源作物等の重要品目については関税

撤廃から除外、または再協議の対象となるよ
う政府に求めるとともに、国民生活に直結す
る国民皆保険制度や食品の安全基準につい
ても守り抜きます。

政府にはＴＰＰ交渉に関して、積極的な情
報開示を行い、国民的な議論を経てコンセン
サス（合意）をつくることを求めます。守る
べきものを守り、勝ち取るべきものを勝ち取
るとの姿勢で臨み、国益の最大化に努めるこ
とを求めます。

さらに、アジア太平洋地域での新しい貿易
ルールの確立をはかることも大きな課題で
す。ＴＰＰ協定交渉だけでなく、アジア太平
洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ）構想の実現に向
けて、日中韓ＦＴＡ（自由貿易協定）や、東ア
ジア地域包括的経済連携（ＲＣＥＰ）などを
同時並行で進めていくことをめざします。
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４ 
領土主権に毅然と対応、
平和的な解決を

近隣諸国がわが国の主権を脅かす行為
が続いています。領土と主権を巡っ

ては毅然とした対応を貫くとともに冷静な
対話を通じた戦略的外交を進め、平和的な解
決をめざします。また、わが国の立場の正当
性を主張するため、全世界に向けた効果的な
情報発信の強化が必要です。

尖閣諸島は、日本が今日まで有効に支配を
続けていて、日中間に領土問題は存在しませ
ん。同海域保全のための海上保安庁の人員
増や、装備の強化･充実など、尖閣諸島に対
する有効な支配を強化する必要があります。

竹島は、歴史的にも国際法上もわが国の固
有の領土であり、このことをあらゆる手段を
講じて強く国際世論に訴えます。そして国
際法にのっとり、冷静に平和的な解決をめざ
します。

北方領土については、東京宣言（1993年）
に基づき、四島帰属の問題を解決し早期に平
和条約を締結するという従来の方針を維持
し、交渉を加速化させるべきです。
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５ 
もっと民意を。 
選挙制度改革の実現へ

国会議員の定数削減、選挙制度の抜本改
革を早期に実現します。特に選挙制

度については、より民意を反映できる制度に
改めるべきと考えます。

衆議院については、小選挙区を「０増５減」
する緊急是正法が成立しています。これは、
前々回の衆院総選挙に対し２０１１年３月
に最高裁が「違憲状態」判決を下した「一票の
格差」を是正するものです。昨年末の臨時国
会で自公民３党をはじめ、みんなの党、維新
の会などほとんどの政党が賛成して成立し
ました。

さらに昨年１２月に行われた衆院選につ
いても各地の高裁で「違憲」判決が相次ぎま
した。今後さらに最高裁判決も予定されて
います。「０増５減」は「１票の投票価値の
平等」を確保し、最大格差を２倍以内に収め
る憲法上の要請です。これを受けて「０増５
減」の区割り改定法を成立させ、違憲状態を
解消しました。

また、定数削減についても、昨年の解散前
の自民、公明、民主の３党合意があります。
自民党と公明党は、比例定数１８０を３０削

減して、残り１５０のうち６０を得票率が第
２位以下の政党に配分することで、比例定数
を削減する一方、この配分によって民意の反
映機能の強化に配慮する案をまとめました。

しかしながら、先の国会（第183回国会）
における与野党協議では、定数削減と選挙制
度の改革については合意が得られませんで
した。公明党としては引き続き、定数削減と
選挙制度の抜本改革に取り組んで参ります。

参議院については、昨年の解散前に選挙区
定数を「４増４減」とすること。次々回の参
院選までに選挙制度の抜本改革を行うこと
を附則に明記した法律を成立させました。
さらに、公明党は、現行の都道府県選挙区
と全国比例区を廃止し、全国を11程度のブ
ロックに分けた大選挙区記名投票方式への
改革を提案しています。

公明党は、衆参両院の役割の違いを踏まえ
た上で、選挙制度もその役割に応じて考えな
がら、今後とも引き続き、両院で並行して議
論していきます。



6

当面する重要政治課題

６ 
「加憲」で憲法の発展を

憲法については、昨年１２月の自民党と
の連立政権の発足に当たって、「（衆参

各院の）憲法審査会の審議を促進し、憲法改
正に向けた国民的な議論を深める」ことで合
意されており、国会で着実に審議を重ねると
ともに、国民的な議論を深めていくことが最
も重要であると考えます。

基本的人権の尊重、国民主権、恒久平和主
義。この３原則は、日本国憲法の骨格をなす
優れた人類普遍の原理です。公明党は、日本
国憲法がわが国の今日の発展を築く上で大
きな役割を果たしてきたと認識しています。
時代に合わせて憲法を発展させるに当たっ
ては、この３原則を堅持しつつ、新たに必要
とされる理念･条文を現行憲法に加える「加
憲」が最も現実的で妥当な方式と考えます。

「加憲」論議の対象としては、例えば、環境権
など新しい人権、地方自治の拡充などが挙げ
られます。

憲法第９条については、戦争の放棄を定め
た第１項、戦力の不保持等を定めた第２項を
堅持した上で、自衛のための必要最小限度の
実力組織としての自衛隊の存在の明記や、

「平和主義の理念」を体現した国際貢献の在
り方について、「加憲」の論議の対象として慎
重に検討していきます。

憲法第９６条に定められている憲法改正
の手続については、改正の内容とともに議論
するのがふさわしいと考えます。公明党は、
近代憲法が個人の権利･自由を確保するた
めに国家権力を制限するという立憲主義に
基づくことを踏まえ、通常の法律の制定と比
べて､ より厳格な改正手続を備えた“硬性憲
法”の性格を維持すべきであると考えます。

憲法は　基本的人権を守るものであると
ともに、それを根本として国の形を規定す
る最高規範です。公明党は、あるべき国の
将来像を探る未来志向の視点に立って、真
摯かつ丁寧に落ちついた憲法議論を行って
いきます。〈了〉


